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カネミ油症患者に対する健康調査支援金等の生活保護制度上の取扱いについて 

 

 平成 24 年 9 月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に

関する法律」及び同法に基づき平成 24 年 11 月に告示された「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、本年度より、カネミ油

症患者（カネミ油症事件において健康被害を受けた者として、同法第 2 条第 3

項に規定するものをいう。）に対して、健康調査支援金（年額 19 万円）が支給

されることとなりました。これは、患者に対する健康実態調査を円滑に実施し、

カネミ油症患者の生活の質の維持向上を図ること、ひいてはカネミ油症患者の

健康被害の回復に資することを目的としており、カネミ油症健康実態調査に協

力した場合に支給されるものです。 

 

また、同法及び同指針を踏まえ、国による支援の下で、過去の訴訟上の和解

等に基づく一時金の残余等（年額 5 万円程度）が原因事業者であるカネミ倉庫

株式会社よりカネミ油症患者に支払われることとなりました。 

 

 健康調査支援金及び一時金の残余等（以下「健康調査支援金等」という。）に

ついては、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 36 年 4 月 1 日厚

生事務次官通知）第８の３の（３）のオ「災害等によって損害を受けたことに

より臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金」に該当するものです。 

 

このため、保護の実施機関の事前承認があるものであって「当該被保護世帯

の自立更生のためにあてられる額」は、生活保護法による収入認定から除外さ
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れることとなります。「自立更生のためにあてられる額」としては、カネミ油症

患者は、日々の生活において一般的な程度以上に健康状態の維持管理に配慮を

要していることから、例えば、 

① 鍼灸やマッサージの通院など保健医療関連の支出（医療扶助で支給する 

必要があるものを除く） 

② 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するための家庭用耐久消費財、 

寝具類、家事雑貨の支出 

③ 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するために、通常よりも支出を

要すると考えられる交通費、通信費、家事サービスの支出 

などが該当するものと考えられますが、個別の認定に当たっては、厚生労働省

社会・援護局保護課に情報提供をお願いします。 

 

 生活保護における収入認定にあたっては、健康調査支援金等について上記を

踏まえた取扱いとなるよう、貴管内市区町村及び関係機関あて周知をお願いし

ます。 


